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Ｑ　

税
金
滞
納
の
徴
収
率
は
、

県
下
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
な
り

町
職
員
の
努
力
に
よ
る
。
他

市
町
か
ら
「
徴
収
方
法
を
教

え
て
」
と
言
わ
れ
な
い
か
。

Ａ　

問
い
合
わ
せ
・
視
察
が
あ

り
、
講
演
を
一
つ
頼
ま
れ
た
。

Ｑ　

水
道
・
町
営
住
宅
・
国
民

保
険
な
ど
に
も
滞
納
が
あ
る

が
、
他
の
課
と
連
携
協
力
は

し
て
い
る
か
。

Ａ　

関
係
の
課
と
情
報
交
換
し

な
が
ら
収
納
率
ア
ッ
プ
を
は

か
っ
て
い
る
。
個
人
情
報
に

は
十
分
気
を
配
っ
て
い
る
。

Ｑ　

固
定
資
産
税
の
伸
び
が
税

収
増
の
大
き
な
要
因
だ
。

ず
っ
と
右
肩
上
が
り
で
来
て

い
る
固
定
資
産
税
は
い
つ
ま

で
上
が
る
の
か
。

Ａ　

土
地
の
税
額
は
、
課
税
標

準
額
の
６
割
〜
７
割
に
な
る

よ
う
毎
年
５
％
ず
つ
上
が
っ

て
い
く
。
も
う
そ
の
標
準
額

の
５
割
ぐ
ら
い
の
所
へ
き
て

い
る
の
で
、
今
し
ば
ら
く
は

上
が
る
。
地
価
の
下
が
っ
て

い
る
所
は
、
税
金
も
下
が
る
。

Ｑ　

町
債
は
政
府
資
金
よ
り
一

般
金
融
機
関
で
借
り
た
方
が
、

金
利
が
安
い
が
、
で
き
な
い

の
か
。

Ａ　

町
債
は
従
来
の
許
可
制
か

ら
届
け
制
に
な
っ
た
。
国
の

地
方
債
計
画
に
基
づ
き
、
政

府
資
金
に
つ
い
て
は
各
事
業

に
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
自
由
に
は

な
ら
な
い
。
金
利
は
固
定
金

利
。

Ｑ　

職
員
人
数
の
計
画
的
な
定

数
管
理
に
努
力
し
て
み
え
る

が
。

Ａ　

行
政
改
革
大
綱
に
の
っ
と

り
、
現
在
の
正
職
員　

名
を

１９８

平
成　

年
に
は　

名
に
す
る

２２

１８８

計
画
。
現
在
、
臨
時
職
員
は

　

名
。

９９
Ｑ　

同
一
部
署
に
長
年
い
る
職

員
も
い
る
が
、
人
事
の
方
針

は
。

Ａ　

１
つ
の
課
に
は
７
年
位
の

者
・
５
年
位
の
者
・
１
・
２

年
の
者
が
い
な
い
と
う
ま
く

回
ら
な
い
。
近
年
は
専
門
性

も
問
わ
れ
る
。
事
務
の
場
合

は
３
年
、
技
術
関
係
は
５
〜

７
年
を
め
ど
に
、
全
体
を
見

な
が
ら
人
事
異
動
を
し
て
い

る
。

Ｑ　

公
共
用
地
と
し
て
使
用
し

て
い
る
借
地
は
早
く
買
い
取

る
努
力
を
さ
れ
た
い
。

Ａ　

行
政
財
産
で
借
り
て
い
る

土
地
や
、
土
地
開
発
公
社
で

持
っ
て
い
る
分
を
町
へ
買
い

戻
す
よ
う
、
毎
年
２
千
万
円

〜
３
千
万
円
、
計
画
的
に
何

と
か
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

役
場
の
電
話
代
も
か
な
り

か
か
っ
て
い
る
。
町
内
は

も
っ
と
有
線
を
使
う
よ
う
職

員
に
徹
底
さ
れ
た
い
。

Ａ　

絶
え
ず
言
っ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
徹
底
す
る
。
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